
議案第３６号 

 

   北名古屋市下水道条例の一部改正について 

 

 北名古屋市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるもの

とする。 

 

  令和８年６月１日提出 

 

北名古屋市長 太 田 考 則 

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、下水道事業の健全な経営を確保するにあたり、

下水道使用料の改定を行うため、本条例の一部を改める必要があるからで

ある。 

 



   北名古屋市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 北名古屋市下水道条例（平成１９年北名古屋市条例第２７号）の一部を

次のように改正する。 

 別表一般用の部中「６００円」を「９００円」に、「４０円」を「４９

円」に、「１００円」を「１２２円」に、「１５０円」を「１８３円」に、

「２００円」を「２４４円」に、「２３０円」を「２８１円」に改め、同

表公衆浴場の項中「６００円」を「９００円」に、「４０円」を「４９円」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年３月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、令和９年４月分の使用料（使用料算定の基礎

となる施行日以後最初の１月間の排出量に係る使用料をいう。）から適

用し、同年４月分前の使用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、本市の区域のうち名古屋市水道給水条例（

昭和２２年名古屋市条例第３４号）第１条第２号に掲げる区域を除く区

域にある者については、令和９年４月１日以後の排出量に係る使用料か

ら適用し、同日前の排出量に係る使用料については、なお従前の例によ

る。ただし、その者が令和９年４月１日前から継続して公共下水道を使

用している場合には、同年５月分の使用料（使用料算定の基礎となる同

年４月１日以後最初の１月間の排出量に係る使用料をいう。）から適用

し、同年５月分前の使用料については、なお従前の例による。 


